
  

 

 

２０２５年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

２０２５年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から２０２６年（令和８年）２月２０日まで 

 

３ 業務の目的 

人口減少などによる利用者減少や乗務員の担い手不足に伴い、地域公共交通の維持・確保

が厳しくなる中、地域の特性や移動需要などに応じた暮らしを支える質の高い地域公共交通

サービスを持続的に確保する必要があるため、２０２４年（令和６年）３月に「福山・笠岡

地域公共交通計画を策定した。この計画に定めた利用促進策など各種事業を着実に実行する

ため、２０２４年（令和６年）７月に「福山・笠岡地域公共交通活性化協議会 バス共創プラ

ットフォーム」を設置し、２０２４年（令和６年）１２月に福山市内を発着する路線バス（一

部路線を除く）が無料で利用できる「バスでどこ行く？運賃無料ウィーク（以下「無料ウィ

ーク」」を実施した。無料ウィーク時に実施したアンケート調査から「路線バスの増便」や

「夜間の時間帯の運行」を望む意見が多く、プラットフォームで運行便数の増便や利用者ニ

ーズにあった新路線の実証事業を実施している。 

本業務は、実証事業の効果として、利用者数、利用者ニーズ及び課題を把握、分析し、今

後のバス利用者拡大実証事業の検討を行うことを目的とする。 

 

４ 業務概要 

（１） 対象地域 

福山市内 

 

（２） 対象路線 

路線バス（実証事業の対象路線）の運行状況 

対象路線名 運行便数（現在） 運行便数（実証事業期間中） 

大谷台線 
平日２４便 

休日１３便 

平日２６便（金曜日のみ２７便） 

休日１３便 

福山市民病院線 
平日２６便 

休日２０便 

平日２８便 

休日２０便 

多治米車庫線 
平日２７便 

休日１７便 

平日２７便（金曜日のみ２８便） 

休日１６便 

鞆未来トンネル新路線 

（沼南線の一部） 
― 

平日 ４便 

休日１０便 

※上記対象路線のうち、利用状況調査の対象便数については、別紙のとおり 



  

 

 

（３） 実施内容及び時期（準備期間を含む。） 

アンケート調査：２０２５年（令和７年）１２月中旬から同年１２月２６日（金） 

利用者数調査 ：２０２５年（令和７年）１２月から２０２６年（令和８年）１月 

データの集計・分析及び報告書の作成：２０２６年（令和８年）２月 

 

（４） 成果品の提出期限 

２０２６年（令和８年）２月２０日 

 

５ 実施内容の詳細 

（１） 業務実施計画書の提出 

業務概要、実施方針、実施工程、業務組織計画、打合せ計画、連絡体制等を記載した 

業務実施計画書を作成する。 

 

（２） アンケート調査 

ア 調査内容 

実証事業の利用属性やニーズ等を把握するためアンケート項目として１５項目程度の 

調査を予定しており、その結果を集計・整理するものとする。なお、調査内容は発注者 

で作成する。 

イ 調査方法 

（ア）ＷＥＢによる調査 

・受注者は、ＷＥＢ上のアンケート回答フォームを作成の上、調査するとともに、発

注者に、当該ＵＲＬの二次元コードを提供する。 

・発注者は、当該二次元コードを掲示したチラシ及びポスターを作成し、受注者に提 

供する。 

・受注者は、発注者が指定する設置か所にチラシ及びポスターを設置する。チラシ及 

びポスター設置か所は、福山駅前バス乗り場１０か所、主要バス停留所５か所を予定 

しており、設置に伴う管理者への許可手続きについては、発注者において行う。他の 

場所については、発注者において設置する。 

・調査期間は、２０２５年（令和７年）１２月中旬から同年１２月２６日（金）とす 

る。 

（イ）調査票（紙）の配付による調査 

  ・受注者は、福山駅前バス乗り場付近において、発注者が提供する調査票（紙）を 

３００枚配布し、発注者が設置する福山駅前バス案内所内の回収箱への投函や WEB

による回答を案内する。なお、受注者は、回答した調査票を直接、回収もできるもの

とする。 

・調査期間は、２０２５年（令和７年）１２月中旬から同年１２月２６日（金）までと

し、配布時期は９時から１６時までとする。 

・配布に必要な道路使用許可の手続きは、発注者において行う。 

 



  

 

 

 

（３） 利用状況調査 

   ア 調査内容 

実証事業の利用状況（利用者数、乗降バス停留所、利用者属性等）を調査し、その結果

を集計・整理すること。 

   イ 調査方法 

受注者は、対象路線について、別紙に示す時刻表の全便のバス車両に乗車し、目視に 

より利用状況を確認すること。 

   ウ 調査期間 

調査期間については次のとおり予定している。 

対象路線 調査期間（予定） 

大谷台線 

実証事業期間中の６日 

・２０２５年（令和７年）１２月１日（月）から５日（金） 

・２０２５年（令和７年）１２月１９日（金） 

実証事業期間後の１日 

・２０２６年（令和８年）１月１６日（金） 

福山市民病院線 

多治米車庫線 

実証事業期間中の２日 

・２０２５年（令和７年）１２月 ５日（金） 

・２０２５年（令和７年）１２月１９日（金） 

実証事業期間後の１日 

・２０２６年（令和８年）１月１６日（金） 

鞆未来トンネル新路線 

（沼南線） 

実証事業期間中の３日 

・２０２５年（令和７年）１２月６日（土）から７日（日） 

・２０２５年（令和７年）１２月２０日（土） 

実証事業期間後の１日 

・２０２６年（令和８年）１月１７日（土） 

 

（４） 実証事業の検証 

（２）アンケート調査、（３）利用状況調査の集計結果及び実施期間中の利用者数（交通 

事業者より提供を想定）等をもとに、実証事業の効果検証を行う。 

  

（５） 今後のバス利用者拡大実証事業に向けた検討 

（４）実証事業の検証をもとに、他路線への展開や新路線の検討等の今後のバス利用者拡

大実証事業について検討を行う。 

 

６ 打合せ協議 

業務の実施に必要な協議を対面またはオンラインにて適宜行う。なお、初回及び納品時は

対面で行う。 

 



  

 

 

 

７ 成果品 

No 項  目 規  格  等 数量 

１ 報告書 書面及び電子データ（加工可能なデータ形式）  １部 

２ 調査結果集計表 電子データ（加工可能なデータ形式） １部 

３ アンケート調査票（紙の原本） 書面 １式 

４ 
国への報告などその他発注者が必要

とするもの 
書面及び電子データ（加工可能なデータ形式）  １部 

 

  なお、報告書の作成に当たっては、事前に校正・書式等の見本を提出し、発注者の承認を

得ること。 

 

８ 成果品に対する責任の範囲 

受注者は、本業務の完了後であっても、受注者の誤測、誤謬、不備等その他の瑕疵が発見

された場合には、速やかに発注者の指示に従い、訂正をしなければならない。また、これに

要する費用は、全て受注者の負担とする。 

 

９  成果品の管理及び帰属 

成果品の管理及び帰属は、全て発注者とし、受注者は発注者の承認なしに他に成果品を 

公表、貸与及び使用等をしてはならない。 

 

１０ 業務履行の確認及び委託料の支払条件 

委託料の支払いの請求にあたっては、前項に掲げる関係書類を提出し、完了検査を受ける 

  こと。また、支払は業務完了後一括払いとし、受注者は完了検査を受けた後、委託料を請求 

  すること。 

 

１１ 秘密の保持 

受注者は、本業務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し、または第三者に提供

してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。 

 

１２ 個人情報について 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守の上、個人情報の取扱い

については細心の注意を払うこと。本事業により知り得た個人情報については、本事業の終

了後、すべて発注者へ提出するものとし、データ等については廃棄すること。 

 



  

 

 

 

１３ 疑義 

業務の遂行に関し、本仕様書に記載のない事項または疑義が生じたときは、発注者、受注

者協議の上、解決するものとする。 

 



利用状況調査の対象便数（時刻表）

 大谷台線 ※実証事業の増便分

別紙

…今回の利用状況調査対象
【実証事業中の増便を含む全便：平日26便（金曜日のみ27便）】



 多治米車庫線 ※実証事業の増便分 福山市民病院線
※実証事業の増便分

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の増便を含む全便：平日28便】

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の増便を含む全便：金曜日28便】



 鞆未来トンネル新路線（沼南線の一部） ※実証事業の新路線分

…今回の利用状況調査対象【実証事業中の新路線分：平日4便、休日10便】



費目 工種 種        別 細     別 単位 数 量 単  価 金     額

本委託費

２０２５年度バス利用者拡大実証事業運営支援業務委託

【直接人件費】

（１）業務実施計画書 式 1 単第　１　表

（２）利用状況調査 ①アンケート調査 式 1 単第　２　表

②利用者数調査 式 1 単第　３　表

（３）実証事業の検証 式 1 単第　４　表

（４）今後のバス利用者拡大

　　　実証事業に向けた検討 式 1 単第　５　表

（５）打合せ（３回） 式 1 単第　６　表

（６）報告書作成 式 1 単第　７　表

小計 ①

【直接経費】

（２）利用状況調査 ①アンケート調査 式 1 単第　８　表

②利用者数調査 式 1 単第　９　表

小計 ②

【その他原価】 ①×α/(1-α)

※α：35％、α/(1-α)：0.5385 ③

【一般管理費】 (①+②+③)×β/(1-β)

※β：35％、β/(1-β)：0.5385 ④

合計 ①+②+③+④

委託価格

消費税相当額 式 1 10%

合　計

本　　　　委　　　　託        費        内        訳        表

摘       要



単第　１　表 （１）業務実施計画書 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 0.50

技師A 人日 1.00

技師B 人日 1.00

合　計

単第　２　表 （２）利用状況調査　①アンケート調査 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 0.75

技師A 人日 1.50

技師B 人日 1.50

技師C 人日 2.50

技術員 人日 3.50

合　計

摘            要

摘        要



単第　３　表 （２）利用状況調査　②利用数調査 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 0.25

技師A 人日 0.50

技師B 人日 0.50

技師C 人日 1.50

技術員 人日 2.50

合　計

単第　４　表 （３）実証事業の検証 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 2.00

技師A 人日 3.00

技師B 人日 3.00

技師C 人日 6.00

技術員 人日 8.00

合　計

摘        要

摘            要



単第　５　表 （４）今後のバス利用者拡大実証事業に向けた検討 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 2.50

技師A 人日 3.50

技師B 人日 6.00

技術員 人日 6.00

合　計

単第　６　表 （５）打合せ（３回） １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 1.00

技師A 人日 0.50

技師B 人日 1.00

技師C 人日 0.50

技術員 人日 1.50

合　計

摘        要

摘            要



単第　７　表 （６）報告書作成 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

主任技師 人日 0.25

技師A 人日 0.50

技師B 人日 0.50

技師C 人日 1.00

技術員 人日 2.50

合　計

単第　８　表 （２）利用状況調査　①アンケート調査 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

監督員 人日 2.00
（８時間）×２日間

調査員 人日 8.00 広島県 軽作業員相当
（８時間）×２日間（４人/日想定）

調査票等印刷 枚 1,000.00 A3両面　１枚

入力 人日 5.00 広島県 軽作業員相当

合　計

摘            要

摘        要

測量技師補相当



単第　９　表 （２）利用状況調査　②利用数調査 １式当り単価表
種           別 単位 数  量 単   価 金    額

監督員 人日 52.00

調査員 人日 170.00 広島県 軽作業員相当

入力 人日 34.00 広島県 軽作業員相当

合　計

測量技師補相当

摘            要


